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定期監査 

１  監査の対象  

  市 長 公 室 秘書広報課、政策推進課  

  都市経営部  まちづくり課、茜が丘複合施設、財政課、管財課  

  総  務  部  総務課、情報推進課、税務課  

  福  祉  部  社会福祉課、長寿福祉課、こども政策課、  

        はぴいくサポートセンター  

  くらし安心部 戸籍住民課、保険医療課、健幸都市推進課、  

環境課、防災安全課  

産業活力再生部 農林振興課、商工観光課  

  建設水道部  国県事業推進室、土地利用推進室、経営管理課、  

用地地籍課、施設管理課、工務課、都市計画課、  

住宅政策課  

  西 脇 病 院 病院総務課、経営管理課、医事課、老人保健施設  

教育管理部  教育総務課、学校給食センター、人権教育課、  

生涯学習課、中央公民館、生活文化総合センター、

図書館  

  教育創造部  学校教育課、青少年センター、学校適正推進課、  

        幼保連携課  

会計管理者  会計課、統括検査官  

  議 会 事 務 局 

農業委員会事務局  

  選挙管理委員会事務局、監査・公平委員会事務局  

 

２  監査の期間  令和５年 10月２日から令和６年３月 22日まで  

 

３  監査の期日（監査委員が監査を行った日）  

11月 28日  教育管理部  

12月 26日  教育創造部  

選挙管理委員会事務局、監査・公平委員会事務局  

  12月 27日  総務部、都市経営部  

  ２月 14日  議会事務局、農業委員会事務局、産業活力再生部  

  ２月 15日  市長公室、福祉部、くらし安心部  

  ２月 22日  建設水道部（一般会計）  

  ３月 22日  建設水道部（企業会計）、西脇病院、会計課、  

       統括検査官  
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４  主たる監査項目（各課共通項目）  

 ⑴  担当別業務及び人員配置状況  

 ⑵  歳入歳出予算の執行状況  

 ⑶  主要契約の執行状況  

 ⑷  補助金・交付金及び負担金の交付状況  

 ⑸  使用料・手数料の収納状況  

 ⑹  懸案事項又はリスク  

 

５  監査の要領  

  本年度の監査の実施に当たっては、引き続き全課を対象とし、主

たる監査項目に係る関係資料及び関係書類・台帳等の提出を求め、

各所属長等から監査時点までの所管事務事業等の説明を受け、質疑

応答の方法で実施した。  

   

６  監査の着眼点  

 ⑴  年度当初に提出された各課の「懸案事項又はリスク」について、

その後の対応及び進捗状況の説明を求めた。また、定期監査時に  

おいて、新たな「懸案事項又はリスク」がある部署については同  

様に説明を求めた。  

⑵  業務委託、工事請負等の入札及び契約について、部門ごとに抽

出し、その関係書類の提示を求め執行内容の確認を行った。  

⑶  財務処理における公費の支払遅延の有無及び予算流用などの適

正化について確認を行った。  

 

７  監査の結果及び意見（総括）  

  あらかじめ提出を求めた所定の監査調書に基づき、財務に関する

事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査した結果、 組織

・機構の一部変更により、事務事業の所管替えも生じているが、各

部門とも監査した限りにおいて、おおむね良好に処理されており、

適正な予算執行がなされていると認められた。  

 監査の概要は後述するとおりであるが、令和 ５年度は、新型コロ

ナウイルス感染症が５類相当となり、制限等なく各事業が執行され

ることとなったことに加えて、円安や世界情勢等の影響受けた物価

高騰等への緊急対策事業など、緊急な対応を要する事業に対し、職

員が一丸となり全力で取り組まれているところである。  

そのような中、時間外勤務については、全体的に減少傾向にある

一方で、自治体システム標準化等臨時的な事業や所管替等に伴う事

務量増大への対応のため、増加している部署も一部見られる。先行

きが不透明な状況であるが、今後も引き続き、業務執行の更なる効



 

- 3 - 

 

率化により、職員の心身の健康の確保と市民生活向上のため、計画

的な事業推進を図るとともに、財政の健全化と効率的な行財政運営

に尽力されたい。  

  なお、各課共通の留意事項及び各課の業務の概要並びに監査の結

果は、次のとおりである。  

 

≪各課共通の留意事項≫  

 

１  各課の「懸案事項又はリスク」について  

  「懸案事項又はリスク」については、組織の改善も含め課員全員

が問題意識を共有し、解決に向け鋭意取り組まれたい。  

 

２  未収金の収納事務について  

  市税をはじめとする各種未収金の収納事務については、厳しい経

済情勢の中で、様々な要因によりその回収に大変苦慮されているこ

とは十分理解するところであるが、自主財源の確保と負担の公平性

の原則に基づき、目的意識を持ってより一層努められたい。  

 

≪各課の業務の概要・監査の結果及び意見≫  

 

＜市長公室＞  

 （秘書広報課）  

１  業務の概要  

  秘書広報課は、秘書、市長会及び副市長会、広報・広聴活動 、シ

ティプロモーション等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、秘書一般事務経費、シティプロモーショ

ン推進事業、広報発行事業などの執行内容についてみたところ、監

査した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、ＳＮＳによる情報発信について、

進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  市長交際費について、執行内容の説明と出納簿及び預金通帳等

の提示を求めたところ、適正に出納処理が行われてい ることを確

認した。  

⑵  懸案事項である、ＳＮＳによる情報発信については、フェイス

ブック、インスタグラム、ラインを活用し、それぞれの特性に合

わせた情報発信に努めており、フォロワー数の増加につながって

いるとの報告を受けた。  

今後も引き続き、市政情報やイベント情報だけでなく、映像を  
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活用した情報発信により、西脇市の魅力発信に取り組まれたい。  

 

 （政策推進課）  

１  業務の概要  

  政策推進課は、総合計画、企業版ふるさと納税、大阪・関西万博

の推進及び行政施策の総合調整等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、広域連携事業、総合計画推進事業、万博

交流推進事業、企業版ふるさと納税促進事業などの執行内容につい

てみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認

められた。  

懸案事項又はリスクについては、大阪・関西万博を契機とした地

域活性化、企業版ふるさと納税の推進について、進捗状況等の報告

を受けた。  

⑴  企業版ふるさと納税寄付金の収納状況及び決算見込みについて

確認したところ、監査実施時点において、６社から  340万円を収

納しており、決算は  1,000万円を見込んでいる。また、別途物納

をいただいた企業もある。これらは、寄附募集事業等をまとめた

資料の作成・ＨＰ公開やトップマネジメントによる企業へのアプ

ローチ等の結果である。今後は、今年度の取組を継続しながら、

庁内各部署がそれぞれのつながりを生かし、全庁的にファンドレ

イジングの推進に努めていくとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、大阪・関西万博を契機とした地域活性化につ

いては、関係課長が主幹を兼務し、万博を契機とした地域の魅力

発信を通じた活性化を図る施策を検討・展開している。また、播

州織など共通する地域資源を持つ多可町と協議し、「西脇・多可

万博交流活性化推進協議会」を立ち上げ、活性化事業の具体化を

検討しており、次年度からのオープンファクトリーイベントの実

施を決定した。今後は、推進協議会等において、地域でのイベン

ト開催や機運醸成、開催年度の 2025年が西脇市・多可町誕生 20周

年の節目となることも踏まえた活性化策を検討していくとの報告

を受けた。西脇市・多可町の更なる活性化につながるイベント等

の実施に取り組まれたい。  

 

＜都市経営部＞  

 （まちづくり課）  

１  業務の概要  

  まちづくり課は、日本のへそ、公共交通、移住定住促進、参画と

協働のまちづくり推進、地区まちづくり実践補助事業、自治基本条
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例推進本部、人権施策の推進等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、地域公共交通計画策定事業、まちづくり

推進事業、住宅資金貸付金、各隣保館維持管理運営事業などの執行

内容についてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行され

ていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、中心市街地活性化事業の推進、

地域公共交通計画の策定及びＪＲ加古川線の利用促進 について、住

宅資金貸付金未収金の回収、今後の隣保館の在り方及び運営等につ

いて進捗状況等の報告を受けた。  

 ⑴  地域公共交通計画策定業務委託について確認したところ、令和

６年度から令和 10年度までの５年間を計画期間とする西脇市地域

公共交通計画策定に係る委託であり、西脇市の公共交通をとりま

く現状を整理し、新たに今後の西脇市の公共交通についての方向

性や施策事業の計画をとりまとめるものである。本業務は国庫補

助の対象となっているが、その申請主体が地域公共交通会議（法

定協議会）である必要があるため、市と地域公共交通会議の間で

事業委託契約を締結している。当該計画については 12月 25日に開

催の地域公共交通会議において協議し、計画素案を とりまとめた

ところで、今後、パブリックコメントを開始し、今年度末までに

計画を策定する予定であるとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、ＪＲ加古川線の利用促進については、自転車

をそのまま電車内に持ち込めるサイクルトレインの導入に向け、

ＪＲ西日本とともに高校生通学自転車持ち込み実証実験を 10月に

実施した。また、通学定期券の購入補助、駅からの二次交通の強

化（おりひめバスの延伸、レンタサイクルの実施など）や鉄道講

演会、フォトコンテストなど、沿線の魅力を発信しながら沿線住

民の鉄道利用への意識を醸成する取組を進めるとともに、兵庫県

や丹波市と連携し、様々な利用促進策を実施している。  

  今後も引き続き、サイクルトレイン等自転車を活用した鉄道の

利用促進策の検討を進めるとともに、兵庫県や丹波市と連携し次

年度の利用促進策の検討を進めていくとの報告を受けた。  

⑶  懸案事項である、住宅資金貸付金未収金の回収については、不

安定な就労による経済的基盤が脆弱であったことや 、地域の住環

境改善を優先し、計画的な償還計画を立てられないまま貸付が行

われたことなどが未収金の発生要因と考えられる。借受人の高齢

化、退職による収入減、また死亡などにより、全額回収にはつな

がっていない。  

  こういった歴史的経緯を踏まえ、今年度も借受人の支払い能力
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に応じた集金・催促等を実施しているが、人員及び専門的な知識

が不足する中、徴収事務に充てることができる時間が限られてい

るのが現状である。  

今後の収納対策として、戸籍謄本等の照会を継続し相続人を特

定するなど、滞納者の情報をより詳しく収集し、文書・電話等に

よる催促、分割納付などの納付相談を行い、滞納者の収入や家庭

の状況等、支払い能力に応じ適切な納付指導を行って いくとの報

告を受けた。担当者の努力により回収の成果が少しずつ上がって

いるが、今後も引き続き、未収金の回収に努められたい。  

 

（茜が丘複合施設）  

１  業務の概要  

  茜が丘複合施設は、茜が丘複合施設の管理運営、男女共同参画の

推進等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、茜が丘複合施設利用促進事業などの執行

内容についてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行され

ていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、茜が丘複合施設みらいえの利用

促進、女性活躍の推進について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  茜が丘複合施設利用促進事業における役務費の執行予定につい

て確認したところ、全てみらフェスに係る経費であり、当初予算  

分は、イベント傷害保険料及び警備員派遣手数料、補正予算分は、  

ステージイベントの講師派遣手数料で、既に支払い済みとなって

いる。なお、ステージイベントについては、「らんま先生」によ

る科学実験を、多目的ホールで午前と午後の２回実施したとの説

明を受けた。今後もイベント内容を工夫する等、利用促進に努め

られたい。  

⑵  懸案事項である、女性活躍の推進については、指標の一つであ  

る審議会等の女性登用率（各年４月１日時点）が、令和４年 29.4 

パーセント、令和５年 29.9パーセントの  0.5ポイント増となって  

おり、目標値の 40～ 60パーセントを達成するため、庁内において  

再度徹底をするなど、取組を進めている。  

 また、自治会に関して、令和４年度に実施した自治会役員への

女性登用についてのアンケートにより、登用率２パーセントとい

う結果を確認し、地域での女性活躍がほぼできていない状況 を把

握した。これを受け、今年度、各地区の区長会において、男女共

同参画や女性活躍についての研修会を計画し、 10月から各地区で

研修会を実施している。なお、８月の「人権文化をすすめる市民
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運動推進月間」において、西脇市人権教育協議会の協力のもと、

８地区のうち４地区で「男女共同参画・女性活躍」を盛り込んだ

講演会が実施された。  

また、事業所に対しては、女性にとって働きやすい職場づくり  

を進める企業を兵庫県が認定する「ミモザ企業認定制度」があり、  

西脇市に「ミモザ企業」を増やしていくため、県の男女共同参画

センターの女性活躍推進専門員に同行いただき、ロータリークラ

ブ、ライオンズクラブ、社会福祉法人連絡協議会、市内の金融機

関が集まる西脇金融会の例会等に参加し、制度の周知や啓発を行

っている。  

 今後の対応等として、審議会等における女性登用では、構成団

体から女性を委員として推薦してもらうよう働きかけ、意思決定

の場に女性の意見が多く出されるよう取り組みたいとの報告を受

けた。女性活躍は喫緊の課題であり、多くの女性が活躍できるま

ちになるよう取り組まれたい。  

 

 （財政課）  

１  業務の概要  

  財政課は、行財政改革、市議会の議案及びその他議会、予算の編

成及び執行管理等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、財務会計システム事業、市債等発行事業

などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、適正

に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、外部評価の試行について、進捗

状況等の報告を受けた。  

 ⑴  市債等発行事業におけるＳＤＧｓ債発行事務負担金について確

認したところ、今回のＳＤＧｓ債は、全国初となる県・市町の共

同発行形式によるグリーンボンドの発行となっている。グリーン

ボンドとは、ＳＤＧｓ債のうち、調達資金を環境問題の解決を目

的とした事業に活用する債券のことで、発行総額 20億円のうち西

脇市は２千万円を市営土地改良事業や市単独排水路整備事業等に

活用している。  

 グリーンボンドの発行には第三者機関の認証が必要であり、県

が認証機関である株式会社日本格付研究所に第三者 認証費用をま

とめて支払うため、当該費用の西脇市分を負担金として予算計上

したものであるとの説明を受けた。  

 ⑵  懸案事項である、外部評価の試行については、総合計画審議会

を第三者評価者として試行実施することとしており、９月７日開
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催の総合計画審議会において、外部評価の概要説明を行うととも

に、令和元年度及び令和２年度に開始した新規事業から選定した

評価対象事業の公表を行った。今年度の対象事業は、中間支援事

業、社会福祉法人等就業者確保支援事業、農と食の魅力づくり事

業及び企業連携型奨学金返還サポート事業の４事業としており、

次回の総合計画審議会において、これらの外部評価をお願いする

予定としている。  

政策・施策単位での外部評価については、 市長公室政策推進課

がまちづくり市民アンケートを実施しているため、今後、その調

査結果を用いた評価手法の検討を行っていくとの報告を受けた。  

 

 （管財課）  

１  業務の概要  

  管財課は、入札・契約事務、市有財産の取得及び処分、公共施設

マネジメント、庁舎管理等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、土地売払収入、総務費雑入、庁用車管理

事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、公共施設マネジメントの推進、

旧庁舎及び市民会館等の跡地活用について、進捗状況等の報告を受

けた。  

⑴  総務費雑入における庁舎設備破損弁償金について確認したとこ

ろ、令和４年 12月６日に、障害者用駐車場の屋根に市内個人が運

転するトラックの積載物が接触したことによる一部破損に対する

弁償金として、分割納付されているものである。屋根の修繕につ

いては、市の庁舎管理事業の修繕料の予算を執行し、本年８月に

実施したとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、旧庁舎及び市民会館等の跡地活用については、  

解体工事が 10月 15日に完了し、現在、建設水道部土地利用推進室  

と連携し、旧庁舎等跡地活用アイデア市場調査を行っている。今  

後の対応として、適正に管理するとともに、跡地の活用について、  

関係課と連携・情報共有し、活用方法の方向性を示していきたい  

との報告を受けた。旧庁舎等跡地の活用は、今後の本市の活性化  

に大きな影響を及ぼすと考えられることから、関係課の連携を密  

にし、最適な方向性を示されたい。  

 

＜総務部＞  

 （総務課）  
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１  業務の概要  

総務課は、人事行政の総合企画、条例規則等関係規程の整備、給

与の計算、文書審査等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、総務費雑入、公務災害補償費などの執行

内容についてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行され

ていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、戦略的、総合的人事制度の確立

について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  総務費雑入における過年度分職員手当返納金について確認した  

ところ、職員の扶養手当及び期末手当を遡って更正し、過年度分

を返納したもので、具体的には、母親を扶養している職員が、令

和２年５月に母親の年金が受給開始になった際、父が国民年金老

齢厚生年金分の金額を受給していることに気付かず、父母の夫婦

合算の年収が扶養の要件となる金額を超過したため、母親が扶養

要件を外れることとなり、過年度分となる令和２年５月分から令

和５年３月分までを返納し、今年度分は、戻入処理をしていると

の説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、戦略的、総合的人事制度の確立については、

適正な職員数を確保するため、年度途中を含む採用試験の実施、

各部必要配属人数の調査に基づく人事異動、定年引上げや再任用

制度を始めとする多様な雇用形態の活用などにより推進している

との報告を受けた。  

 

 （情報推進課）  

１  業務の概要  

情報推進課は、各種統計調査、情報戦略に係る調査研究及び実施

等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、ＤＸ推進事業などの執行内容についてみ

たところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認めら

れた。  

懸案事項又はリスクについては、情報通信基盤整備について、進

捗状況等の報告を受けた。  

⑴  ＤＸ推進事業について確認したところ、デジタル技術を活用し

た業務改革に関する取組を行っており、新たな取組として、『書

かない、待たない、回らない窓口』の実現に向け、窓口業務を支

援する「書かない窓口システム」の導入や、国保加入者の健康増

進策として、特定健診受診者にポイントを付与する「国保ウエル
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ネスポイント事業」における「自治体マイナポイントシステム」

の導入を実施している。その他、コロナ禍で活躍したオンライン

会議システムの運用や事務処理の自動化ツールである「ＲＰＡ」

の活用、会議録作成支援の「音声を文字に変換するサービス」の

利用など、ＤＸ推進事業として実施しているとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、情報通信基盤整備については、テレビ難視聴

地域の自主共聴組合において、共聴施設の設備が老朽化してきて

おり、資材の高騰や落雷対応などで維持管理面の負担が増大して

いることに加え、地域人口の減少、更にはインターネットでテレ

ビを視聴するとして組合を脱退する世帯の増加など、組合を健全

に維持していく上で様々な支障が生じている。 令和５年９月に総

務省から全国の全ての自主共聴組合宛てに、テレビ共同受信施設

の現状等に関するアンケート調査が実施されており、共聴組合が

抱えている課題を把握し、今後の施策検討の基礎資料になると考

えている。市としては、引き続き国の動向を注視しつつ、共聴施

設の維持管理に関する対策について方向性を検討していくとの報

告を受けた。引き続き地域格差なくテレビの視聴ができるよう対

応されたい。  

 

 （税務課）  

１  業務の概要  

  税務課は、賦課担当、収税対策担当で構成されており、市税の賦

課徴収の全般にわたる事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、市税の状況、雑入、市税等還付金、税務

課事務事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにお

いて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、コンビニ交付システムの機能追

加、固定資産税課税客体の正確な把握及び適正な評価、収納率の向

上、適正な公金管理の徹底について、進捗状況等の報告を受けた。  

 ⑴  監査実施時点における市税の収納状況をみると、９月末現在の

市税の調定総額  4,754,788千円に対し、収納済額は  2,764,604千

円、収納率は 58.1パーセントで前年比  0.7ポイントの減となって

いる。また、国民健康保険税は９月末現在の調定総額  871,660千

円に対し、収納済額は  216,332千円、収納率は 24.8パーセントで

前年比  0.2ポイントの増となっている。  

 ⑵  コンビニ交付システム機能追加委託について確認したところ、

コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して、住民登録のあ

る市区町村が発行する証明書を全国のコンビニエンスストア等の
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キオスク端末から取得できるサービスで、令和２年２月１日から

住民票の写しと印鑑登録証明を発行している。市民の利便性の向

上とマイナンバーカードを活用するため、すでに稼働しているコ

ンビニ交付システムに令和５年 12月１日から課税証明書発行機能

を追加するものであるとの説明を受けた。また、入札及び契約に

関する書類の提示を求めたところ、適正に事務処理が行われてい

ることを確認した。  

⑶  懸案事項である、収納率の向上については、税負担の公正、公

平性を確保する観点から、納期内納付の徹底した指導並びに滞納

処分の強化、また、徴税職員のスキルアップを図ることにより収

納率の向上に取り組んでいる。今後の対応としては、引き続き現

年度分市税が滞納とならないよう、新規未納者に対し早い段階か

ら納税指導を実施していくとの報告を受けた。貴重な自主財源で

ある市税の確保は重要な課題であり、引き続き収納率の向上に努

められたい。  

 

＜福祉部＞  

 （社会福祉課）  

１  業務の概要  

  社会福祉課は、部内の管理調整、民生児童委員協議会活動、生活

保護法、障害者計画、障害福祉計画、ひきこもり支援等に関する事

務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、民生費雑入、電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金、障害者グループホーム新規開設事業、福祉セ

ンター維持管理運営事業などの執行内容についてみたところ、監査

した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、障害者基本計画及び第７期障害

福祉計画・第３期障害児福祉計画策定、災害時の避難行動要支援者

に対する個別避難計画の策定、地域福祉計画の推進、ひきこもり支

援の推進について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  障害者グループホーム新規開設推進事業における補助金 につい

て確認したところ、グループホームは、障害のある人が共同生活

を行う住居で日常生活上の援助を行うもので、市内で新規開設す

る事業者（法人）に対し開設に要する経費の一部を補助する事業

で、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推

進を図ることを目的としている。６月頃に事業所指定を受ける予

定が２か所あったことから、６月補正予算で計上したが、１か所

は居室の規模から助成の対象外となり、もう１か所は開始時期が
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令和６年７月頃となったため今年度の執行はない見込である。今

後、３月補正で減額し、改めて令和６年度に１か所分を計上する

予定であるとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、災害時の避難行動要支援者に対する個別避難

計画の策定については、避難行動要支援者名簿のうち国の示す優

先対象者について、令和３年度からおおむね５年間で個別避難計

画作成を順次進めている。優先対象者 43人に対して、令和５年度

中には８人に対して訪問や意思確認を行っており、残りの 35人に

対して、次年度以降順次計画的な訪問調整を行い、個別避難計画

作成に取り組む予定としている。  

 今年度作成予定として訪問した５人については、体調不良の１

人を除き、４人を訪問した。その内、３人は作成不要と判断され

たため、「防災対応力向上シート」～マイ・タイムライン～（簡

易版）に聞き取りをして落とし込み、防災に対する意識付けを、

普及啓発を兼ねて行っている。  

 同意を得られた１人については、自主防災会や防災安全課と連

携を図りながら、今年度中に計画作成に向けた調整を行う予定と

している。既に計画を作成した方の情報更新や、新たに対象とな

る人の把握等も随時行っていく必要があるため、取組を推進して

いくとの報告を受けた。災害時において、障害者が、安心して避

難できることを目指し、推進されたい。  

 

（長寿福祉課）  

１  業務の概要  

  長寿福祉課は、高齢者福祉対策の総合企画、介護保険事業計画、

介護保険事業の運営、介護保険サービス基盤の整備促進、地域包括

支援センター等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、一般会計では、社会福祉費負担金、民生

費雑入、高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画策定事業、介

護保険特別会計では、介護保険料、介護認定調査事業などの執行内

容についてみたところ、監査した限りにおいて、おおむね適正に執

行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、第９期高齢者安心プランの策定、

重層的支援体制の整備、災害時要援護者個別避難計画作成について、

進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  介護認定調査事業における訪問調査委託料 について確認したと

ころ、訪問調査委託料は、要介護認定申請者に係る訪問調査を施

設や居宅介護支援事業所へ委託する際に支払う委託料で、要介護
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認定申請の新規申請と区分変更申請については、市の調査員が実

施するが、更新申請については、外部へ委託することが認められ

ている。令和２年度から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止のため、要介護認定申請に係る更新申請において特例が設けら

れ、身体等の状況に大きな変化がない場合は、現在の要介護を引

き続き１年間延長することが認められた。外出自粛、他人との接

触を出来るだけ控えて感染を予防することを目的としたこの 特例

が、令和５年３月で終了することが決まり、更新時期を迎える全

ての方に対して訪問調査をすることとなり、多くの方が今回の特

例を利用され、令和５年度は、通年の更新の方に加え、特例を利

用されている方の更新を迎えるため、委託における調査件数の増

を見込んでいる状況である。  

  決算見込みとしては、約  3,000千円と見込んでおり、市調査員

による調査数を可能な範囲で増やすことで、委託料の抑制に努め

ているとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、重層的支援体制の整備については、重層支援

体制整備事業の５事業のうち、移行準備事 業として包括的相談支

援事業と多機関協働事業に取り組んでいる。モデルケースと新規

相談ケースの計７件について、庁内連絡協議会を３か月ごとに開

催し、支援プランを３件作成した。移行準備期間の令和４年度か

ら令和６年度の間に、包括的相談支援事業、多機関協働事業の充  

実及び新規実施予定であるアウトリーチ等を通じた継続支援事業、  

参加支援事業、地域づくり事業の取組内容の具体化を行う。また、  

３か月ごとの庁内連携会議を継続し、個別支援の進捗管理及び新

規取組事業の内容を検討するとの報告を受けた。包括的支援体制

実践の仕組みづくりに向け、庁内、関係機関及び地域との連携を

図り、事業を推進されたい。  

 

 （こども政策課）  

１  業務の概要  

  こども政策課は、児童福祉対策の総合企画、こどもの笑顔をはぐ

くむ条例の推進、こどもプラザ等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、子ども・子育て支援事業、子育てモバイ

ルサービス事業などの執行内容についてみたところ、監査した限り

において、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、子ども・子育て支援事業、子育

て支援の充実について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  子ども・子育て支援事業におけるこども計画等策定業務委託に
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ついて確認したところ、令和５年４月に施行されたこども基本法

に基づく市町村こども計画、子ども・子育て支援事業計画を策定

するに当たり、調査等による現状分析や課題抽出、また、計画の

骨子や素案の作成、計画書及び概要版の編集、印刷等の業務を委

託するものであるとの説明を受けた。また、見積合わせ及び契約

に関する書類の提示を求めたところ、適正に事務処理が行わ れて

いることを確認した。  

⑵  懸案事項である、子ども・子育て支援事業 については、みらフ

ェスにおいて「こどもまんなか応援サポーター」として、さらに

子ども・子育て家庭を支援するまちづくりを進めることを宣言し  

たほか、子ども・子育て会議や西脇こども会議を開催した。今後、  

子どもの意見を聴き、子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益

を第一に、子どもに関する施策や居場所づくりを検討していくと

の報告を受けた。今後も子どもが健やかに成長できるよう関係部

署と連携し、引き続き事業を推進されたい。  

 

 （はぴいくサポートセンター）  

１  業務の概要  

  はぴいくサポートセンターは、児童手当及び児童扶養手当、ひと

り親家庭の支援、家庭児童相談、母子保健等に関する事務を担当し

ている。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、民生費雑入、家庭児童相談員等設置事業、  

子育て世帯訪問支援事業などの執行内容についてみたところ、監査  

した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、妊産婦・子育て世帯・子どもに

対する包括的な相談支援体制の推進、ヤングケアラーに対する支援

体制の構築、妊産婦及び子育て中の親の孤立の予防・解消を図る支

援体制の構築、５歳児健診の実施に向けた体制及び連携整備につい

て、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  子育て世帯訪問支援事業委託について確認したところ、育児等

に対して不安や負担を抱える子育て家庭や特定妊婦、ヤングケア

ラー等の特に支援が必要と認められる家庭に対しホームヘルパー

が居宅を訪問し、家事の支援を行う事業を委託するものであると

説明を受けた。また、契約に関する書類の提示を求めたところ、

適正に事務処理が行われていることを確認した。  

⑵  懸案事項である、妊産婦・子育て世帯・子どもに対する包括的

な相談支援体制の推進については、国のこども家庭センターに係

る設置要綱及びガイドラインの発出が遅延しているものの、令和
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５年６月から母子保健担当及び家庭児童担当で毎月はぴいくサポ

ート会議を実施し、母子保健事業で把握した養育に不安を抱える

家庭や、そのおそれのある妊婦等の情報共有を行い、その後の適

切な支援についても検討を共有している。今後、地域の相談機関

等との連携も視野に入れた更なる支援体制についても検討を行っ

ていくとの報告を受けた。今後、国から発出されるガイドライン

に基づき、事業に取り組まれたい。  

 

＜くらし安心部＞  

（戸籍住民課）  

１  業務の概要  

戸籍住民課は、部内の管理調整、各種申請書及び届出書の受付、

証明書の交付、住民基本台帳の整備及び管理、戸籍簿の整備及び管

理、印鑑登録、基礎年金、マイナンバーカードの交付等に関する事

務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、戸籍住基一般事務経費、マイナンバーカ

ード普及促進事業などの執行内容についてみたところ、監査した限

りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、マイナポイント制度における市

民サポート体制の整備、マイナンバーカードの普及促進、戸籍法の

一部改正に伴う戸籍事務処理変更への対応、氏名の振り仮名法制化

への対応について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  戸籍情報システム保守委託契約について確認したところ、戸籍

情報システムに係るサーバーやパソコン、プリンタ等のシステム

構成機器の定期保守点検、随時点検、機器に不具合があった場合

の修理等の保守を委託したものであるとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、マイナンバーカードの普及促進については、

申請率が目標を達成したことから、来年度はカード申請支援業務

の委託はせず、職員で対応する予定である。健康保険証の廃止を

見据え、今後も一人でも多くの方を申請につなげるよう支援を行

っていくとの説明を受けた。また、戸籍法の一部改正に伴う戸籍

事務処理変更への対応については、令和６年３月１日の戸籍情報

連携システム運用開始に向けた準備作業を行った。来年度以降も

システム標準化に向けた作業のほか、戸籍の振り仮名法制化のた

めの準備作業など、通常の戸籍事務とは別に膨大な作業や業務が

発生することが想定される。国のスケジュールに合わせ、スムー

ズに運用できるよう各作業を実施して行く必要がある との報告を  

受けた。引き続き市民の利便性向上に向け、事業を推進されたい。  
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（保険医療課）  

１  業務の概要  

  保険医療課は、国民健康保険事業総括運営、国保給付、退職者医

療、医療費の適正化及び保健事業、国保運営協議会、特定健康診査

等及び健康づくり事業、後期高齢者医療、兵庫県後期高齢者医療広

域連合との連絡調整、福祉医療等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、一般会計では、こども医療費助成事業、  

国民健康保険特別会計では、県補助金、一般被保険者高額療養事業、

国保ウエルネスポイント事業、後期高齢者医療特別会計では、後期  

高齢者医療保険料などの執行内容についてみたところ、監査した限  

りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

  懸案事項又はリスクについては、国民健康保険制度の円滑かつ適

正な運営、後期高齢者医療制度の円滑な運営について、進捗状況等

の報告を受けた。  

⑴  こども医療費助成事業費が、前年度に比べ増額となった理由 に

ついて確認したところ、令和４年７月から、所得制限の撤廃及び

対象年齢を高校生相当まで拡大するという制度改正があり、受給

対象者は小学４年生から高校生相当までとなったため増額となっ

たとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、後期高齢者医療制度の円滑な運営については、  

後期高齢者医療保険料は、保険料率の改定や低所得者の軽減特例

措置の見直しにより、保険料が年々増加しているが、令和６年度

には特に大きな増額が見込まれる。保険料や医療機関窓口におけ

る自己負担限度額は、被保険者の所得や世帯構成、世帯の課税非

課税状況等の影響を受けるため複雑であることから、丁寧かつき

め細かな説明に努めている。また、保険料滞納者には、無年金、

低所得による生活苦、高齢による就業機会の減少、事業の休止・

廃業、不動産の売却による一時的な所得の増加に伴う保険料の増

額等、様々な事情があり、個別訪問や電話による納付 指導を随時

行い、分割納付の協議や減免申請の案内など、被保険者個々の事

情を最大限勘案しながら、定期的な納付及び完納を目指して取り

組んでいるとの報告を受けた。また、国民健康保険制度の円滑か

つ適正な運営についても、マイナンバーカードと健康保険証が一

体となることが決まっており、令和６年 12月２日には現行の健康

保険証が廃止となるため、基幹系システムの改修や条例改正等を

実施し、被保険者に対して的確に広報を行い、問合せに対しては

わかりやすく説明するように努めるとの報告を受けた。引き続き
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被保険者に対して的確な情報提供と丁寧な説明をされたい。  

 

（健幸都市推進課）  

１  業務の概要  

健幸都市推進課は、スマートウエルネスシティ施策の総合調整、

健康づくり事業の総合企画及び推進、新型コロナウイルスワクチン

を含む各種予防接種、感染症予防及び献血、健康増進事業、健康診

査、健幸ポイント事業、介護予防事業等に関する事務を担当してい

る。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、一般会計では、衛生費実費徴収金、自殺

予防啓発事業、ＡＥＤ設置助成事業、健幸運動教室事業、介護保険

特別会計では、一般介護事業評価事業などの執行内容についてみた

ところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認められ

た。  

懸案事項又はリスクについては、新型コロナワクチン接種の円滑

な実施、がん検診受診率向上対策、スマートウ エルネスシティの推

進、通いの場の評価事業の推進について、進捗状況等の報告を受け

た。  

⑴  一般介護事業評価事業における通いの場評価委託について確認

したところ、本市の介護予防事業における「通いの場」を全国的

な視点で多角的に評価・分析し、令和６年度以降の戦略的な展開

につなげることを目的とし、介護予防事業における「通いの場」

の参加者に対するアンケート調査、比較対象群として非参加者に

対するアンケート調査を実施したものであり、調査結果は３月末

に納品予定であるとの説明を受けた。なお、契約に関する書類の

提示を求めたところ、適正に事務処理が行われていることを確認

した。  

⑵  懸案事項である、新型コロナワクチン接種の円滑な実施につい

ては、令和６年３月末に無料接種期間が終了するにあ たり、２月

以降は電話対応やワクチン配送を職員が行っており、ワクチン接

種会場で使用していたストーブ等の備品や物品についても有効活

用に向けて調整中であるとの報告を受けた。次に、がん検診受診

率向上対策については、「個別の受診勧奨」や「がん検診の周知

啓発」、「がん検診の体制整備」の３点を課題として取り組んで

おり、一定の成果が上がっていることから、今後も実施日の追加

も含めて検討を行っていくとの報告を受けた。スマートウエルネ

スシティの推進については、「ソフト面、ハード面、ハイリスク

面が重層的に連携する健幸都市・にしわき の実現」を大きな課題
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とした取組であり、内閣府の交付金活用の好事例として令和４年

度の事例集に掲載されたほか（令和５年度も予定）、２月８日に

は、令和５年度体力つくり優秀組織表彰（文部科学大臣賞）を受

賞している。今後も参加者の拡大、内容の拡充に取り組んでいく

との報告を受けた。通いの場の評価事業の推進については 11月に

調査を実施しており、通いの場への参加頻度が高い人は「要介護

リスクが低く、メンタルヘルスが良好で、社会参加（交流）が活

発」との中間報告結果が示されている。３月に予定されている最

終結果報告をもとに更なる内容の拡充、戦略的・効果的な展開を

目指すとの報告を受けた。フレイル予防の推進は、大変重要な政

策課題であり、鋭意取り組まれたい。  

 

 （環境課）  

１  業務の概要  

環境課は、環境保全対策の企画及び総合調整、太陽エネルギー・

バイオディーゼル燃料等の再生可能エネルギーの総合企画、市民や

地域の主体的な緑化活動の支援のほか、環境審議会、西脇市公営墓

地、狂犬病予防等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、一般会計では、西脇多可行政事務組合負

担金、新ごみ処理施設整備事業、公営墓地特別会計 では、公営墓地  

の区画利用状況及び管理手数料などの執行内容についてみたところ、  

監査した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、第２次環境基本計画の進行管理、

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の進行管理について、進捗状況等  

の報告を受けた。  

⑴  公営墓地の区画利用状況について確認したところ、区画数は、

旧区画  633区画、新区画  110区画の計  743区画あり、 11月 30日現

在の利用状況は、旧区画  547区画、新区画 24区画の利用となって

いる。今年度の新規利用と返還状況は、旧区画では新規許可が１

件、返還が３件、新区画では新規許可が１件となり、前年度から

１件の利用減となっているとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、第２次環境基本計画の進行管理については、

保健衛生推進委員会等の取組として、街頭啓発や大型イベントへ  

の出展によるごみ減量・資源化の啓発などを行っている。今後は、  

計画の取組状況や目標の達成状況等を毎年把握し、その情報を環

境審議会及び各種団体にも報告するなど、多方面からの意見や提

言を求めながら計画を進めている。一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画の進行管理については、本計画の計画期間は平成 30年度から
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令和 11年度までとなっている。令和４年度と令和５年度に点検と

見直しを行い、改定された計画を 10月に公表した。今後は、本計

画に基づき、ごみの減量や資源化に取り組み、取組結果等につい

ては、環境審議会への報告を行い、いただいた意見などを反映し

ながら計画の推進を図るとの報告を受けた。ご みの減量や資源化

は、大変重要な課題であり、適正な進行管理に努められたい。  

 

（防災安全課）  

１  業務の概要  

  防災安全課は、消費生活センター、消費者協会、法律相談、犯罪  

被害者等の支援、生活安全・防犯、交通安全啓発及び交通事故防止、  

防災計画及び防災会議、自主防災組織、災害対策、防災行政無線、

消防団、北はりま消防組合等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業のうち、行政財産使用料、行政相談事業、防犯対

策事業、災害対策事業などの執行内容についてみたところ、監査し

た限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、自主防災組織の活性化、消防団

員の確保及び負担軽減について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  防犯対策事業における防犯カメラ設置助成金について確認した

ところ、自治会等の地域団体が防犯活動や安全で安心な市民生活

の確保を目的として、児童生徒が通学する通学路などに防犯カメ

ラを設置するための購入及び設置経費の一部を補助す るもので、

令和４年度末までに市内で 64台設置されている。令和５年度の執

行見込みは９団体であり、来年度以降も事業を継続する予定であ

るとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、自主防災組織の活性化については、令和５年

度中にすべての自治会で地区防災計画の策定が完了し、今後も防

災計画の更新や自主防災訓練の支援を行っていくとの説明を受け

た。消防団員の確保及び負担軽減については、６月には４年ぶり

に消防（実践）操法大会を実施したほか、災害時に備えて定期的

に合同訓練を実施するなど、火災等の災害発生時に対応できるよ

う日々、点検等を行っている。消防団活動が再開され、団員相互

のコミュニケーションを図る機会も増えつつあるが、少子高齢化

により 20歳から 35歳前後の消防団員となり得る人口が減りつつあ

る中、消防団員の確保は非常に難しい状況にある。消防団員の負

担軽減については、令和５年度に消防団幹部と事務局で「操法大

会に係る団員負担軽減検討会議」を実施し、毎年開催していた消

防操法大会を２年に１回開催とすることなどを決定した。今後、
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ますます少子高齢化が進むと思われることから、地元自治会と協

力して、加入推進を図るとともに、消防団活動である訓練、災 害

活動、地元行事等への参加など、多岐にわたる消防団活動が現役

団員の負担とならないよう、分団長会議を通じて検討を進めてい

るとの報告を受けた。消防団活動は、災害等の発生時や事前防災

活動など、大変重要なものとなるため、団員確保に向け取り組ま

れたい。  

 

＜産業活力再生部＞  

（農林振興課）  

１  業務の概要  

  農林振興課は、農業の振興、農業振興地域整備計画、担い手の育

成支援、森林整備、土地改良事業、有害鳥獣の捕獲等に関する事務

を担当している。  

２  監査の結果及び意見   

  所管の事務事業のうち、土地改良一般事務経費、農業振興施設管

理事業、担い手育成・確保推進事業、土地改良施設維持管理適正化

事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、農業の担い手の確保、土地改良  

施設の計画的な改修、森林整備事業の推進、有害鳥獣対策について、  

進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  農地利用効率化等支援事業補助金について確認したところ、こ

の補助金は、人・農地プランに位置付けられた中心経営体に交付

するものであり、農業経営の発展・改善を目的とした農業用機械

等を取得等する場合、取得に要する経費から融資等の額を除いた

自己負担額の１／３を助成するもので、今年度は１件採択された

との説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、土地改良施設の計画的な改修については、た

め池、井堰、パイプライン施設、農道及びかんがい用排水施設等

の改修及び長寿命化を実施しており、市営事業のうち、谷田池の

改修工事及び山田池廃止工事を令和５年度工事着手し、谷田池は

令和６年度、山田池は令和５年度完了予定である。また、市単独

土地改良事業により農業用施設の補修等も実施して いる。農業用

施設の多くは老朽化が進行しており、計画的に改修を実施する必

要がある。今後の事業実施については、補助率の有利な国・県の

補助事業を活用し、市単独土地改良事業や多面的機能支払交付金

事業の適切な実施により、計画的な改修及び長寿命化を実施し、

施設の維持保全を図っていくとの報告を受けた。  
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（商工観光課）  

１  業務の概要  

  商工観光課は、商工業の振興、企業立地の推進、中小企業等の融

資、観光の振興、西脇ファッション都市構想、ふるさと納税等に関

する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、日本のへそ日時計の丘公園施設使用料、

ふるさと西脇「日本のへそ」基金寄附金、産業観光推進事業、日本

のへそ日時計の丘公園管理運営事業などの執行内容についてみたと

ころ、監査した限りにおいて、おおむね適正に執行されていると認

められた。  

懸案事項又はリスクについては、地場産業の振興「西脇ファッシ

ョン都市構想の推進」、企業立地の推進、起業・創業の推進、観光

交流人口の拡大（観光交流推進ビジョンに基づく事業の推進）、ふ

るさと納税の推進について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  寄附金におけるふるさと西脇「日本のへそ」基金寄附金の収納

状況について確認したところ、令和６年１月末では約 11億  5,635

万円となっており、前年度と比較すると 1.21倍となっている。年

度当初から前年度を上回るペースで伸長しており、９月は制度改

正前であったことから駆け込み需要があり、昨年同月と比較して

想定を超える約  5.3倍の寄附があった。 10月以降 12月末にかけて

寄附金額が増えていく時期であるが、今年度は９月の駆け込み需

要の反動により、前年度割れが生じ、 11月においては前年の７割

５分程度となっている。１月以降は、昨年度と ほぼ同額で推移し

ており、このペースでいくと、今年度は 12億円を超える見込みで

ある。好調の要因は、現段階で断定できないが、次の３点である

と分析している。１点目は返礼品のＰＲ強化、２点目は取扱返礼

品の充実（  1,000種類超）、３点目は返礼品受付体制の改善（予

約先行受付により切れ目なく受付できる体制を確保）である。今

後も引き続き、返礼品や寄附サイトの改善などに取り組み、寄附

額確保に努めるとの説明を受けた。  

⑵  オープンファクトリー推進事業補助金について確認したところ、  

2025年大阪・関西万博に向けて兵庫県が取り組む「ひょうごフィ

ールドパビリオン構想」において、ＳＤＧｓ体験型地域プログラ  

ムとして「播州織産地オープンファクトリー」が認定されており、  

これを踏まえて、地域内における体験型観光コンテンツの創出と

産業観光の基盤強化を図るため、西脇市及び多可町が一体となっ

た「地域一体型オープンファクトリー」を実施する団体を支援す
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るものである。西脇・多可万博交流活性化推進協議会の推進ワー

キング会議での具体化に向けた意見を踏まえ、実行メンバーを募

り実行委員会を立ち上げ、令和６年秋の実施に向け、コンセプト

づくり、ロゴマークの作成、参加事業者の募集要項など準備を進

めているとの説明を受けた。  

⑶  懸案事項である、企業立地の推進については、 産業立地促進措

置条例に基づく指定企業として、６社に対し奨励措置を実施して

いる。新たに２社の指定企業を予定していたが、土地取得や工事

着工などの事業計画が遅れているため、令和６年度に指定予定と

なった。また、一定規模の産業用地が不足する中、民間用地等を

活用した誘致を進めている。誘致に伴う働き手の確保が懸案とな

っているため、進出企業やハローワークなど関係機関と連携し、

必要に応じて就職説明会等を開催するとともに、雇用環境の向上

に資する助成金や制度の利活用を促していきたい。令和５年度か

ら、産業立地促進措置条例の改正に伴い、対象業種、奨励措置期

間の延長、脱炭素化設備導入補助など、支援内容を拡充し、新た

に指定した企業から適用していくとの説明を受けた。引き続き企

業立地の推進に努められたい。  

 

＜建設水道部＞  

 （国県事業推進室）  

１  業務の概要  

  国県事業推進室は、部内の管理調整、国及び県事業（道路、河川

等）の促進等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、経営管理課事務事業などの執行内容につ

いてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると

認められた。  

  懸案事項又はリスクについては、国道  175号（東播丹波連絡道路）

の整備促進、都市計画道路上戸田線（東西道路）の促進について、  

進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  懸案事項である、国道  175号（東播丹波連絡道路）の整備促進

については、西脇北バイパス（  5.2キロメートル）は、令和８年

春に２車線での全線開通に向けて工事が進んでいるが、さらに 、

その北の黒田庄町大伏から丹波市氷上地域区間は、現在、調査区

間という位置付けで、事業化されていない。国道  175号（東播丹

波連絡道路）の整備促進は、西脇北バイパスの早期完成と、その

北の調査区間の早期事業化を目指すものである。新型コロナウイ

ルスの感染症法上の分類が、５類に引き下げられたことで可能に
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なった国道  175号整備促進期成同盟会及びオール西脇による対面

での要望活動を継続し、整備促進を国へ求めるとともに、国道    

175号東播丹波連絡道路早期実現促進大会についても、地域の道  

路を求める機運の醸成と、国への思いを伝えるため継続していき、  

黒田庄町大伏から丹波市氷上地域区間の調査区間については、西

脇北バイパスの全線開通から切れ目なく整備が続くよう、事業化

に向け丹波市等と連携し国へ訴えていくとの報告を受けた。西脇

北バイパスの早期全線開通、黒田庄町大伏から丹波市氷上地域区

間の早期事業化に向け、引き続き関係機関への要望活動に取り組

まれたい。  

 

 （土地利用推進室）  

１  業務の概要  

  土地利用推進室は、土地利用の総合調整、事業拡張、新規立地に

ついての相談等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業の執行内容についてみたところ、監査した限りに

おいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、高松地区の土地利用の促進、西

脇北バイパス周辺地域の土地利用の推進、旧庁舎等跡地活用の推進

について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  懸案事項である、高松地区の土地利用の推進については、地元

地域の要望により、地域の活力維持と雇用確保を目的として、地

区計画制度の活用等による産業街区形成に取り組んでおり、必要

な法規制（都市計画法、文化財保護法、森林法、自然公園法等）

関連の協議・調整を兵庫県等の所管部署と行っているとの報告を

受けた。また、開発に係る最初の懸案事項である埋蔵文化財の確

認調査（試掘調査）を令和５年 11月から実施し、開発に大きな影

響がないことが確認でき、来年度より土地利用の実施に向けて推

進するための法規制関連の協議・調整・調査等に取り組むとの報

告を受けた。高松地区の土地利用の推進に向け、引き続き土地利

用の有効活用を図るべく、地区計画制度の活用等による産業街区

形成に取り組まれたい。  

 

（用地地籍課）  

１  業務の概要  

  用地地籍課は、地籍調査、公共用地の取得及び補償等に関する事

務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  
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  所管の事務事業のうち、地籍調査事業などの執行内容についてみ

たところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認めら

れた。  

懸案事項又はリスクについては、地籍調査事業の推進について、

進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  地籍調査現地測量等委託について確認したところ、戎町地区 10 

ヘクタールの一筆地調査（現地立会い）を行うものである。 なお、  

入札及び契約に関する書類の提示を求めたところ、適正に事務処

理が行われていることを確認した。  

⑵  懸案事項である、地籍調査事業の推進については 、西脇市の総

面積 13,244ヘクタールのうち、河川などの長狭物を除く 12,851ヘ

クタールが地籍調査対象面積となる。その内、事業効果の得られ

やすい平野部約  2,400ヘクタール（机上計算）を、平成 21年度か

ら、年間２から３地区、約 80ヘクタールの割合で、約 30年かけて

先行実施する計画である。令和６年１月末現在の進捗状況は、 38

地区、 1,075.07ヘクタールが完了しているとの報告を受けた。大

変困難な事業であるが、早期完了に向け、 引き続き取り組まれた

い。  

 

 （施設管理課）  

１  業務の概要（一般会計）  

  施設管理課は、市道、河川及び水路の占用、その他管理、並びに、  

市道、河川及び公園施設の維持管理等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、使用料収入、道路橋りょう管理事業、中

央駐車場管理事業などの執行内容についてみたところ、監査した限

りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、市道、河川及び水路等の管理、  

都市公園等の管理について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  道路橋りょう管理事業における需用費の節内流用について確認

したところ、市内の交差点等にある道路照明灯約  170基を、５か

年で市街地の通行者の多い地域から計画的に、水銀灯からＬＥＤ

灯に更新しているが、未施工の灯具の玉切れ、故障等した場合Ｌ

ＥＤ灯への交換修繕に必要な予算が不足したため、ＬＥＤ灯への

交換により余裕のできた電気代から流用したものであるとの説明

を受けた。  

⑵  懸案事項である、市道、河川及び水路等の管理については、安

全で円滑な通行の確保、心地良い景観の形成を目的に、舗装の修

繕、街路樹の剪定、道路照明、カーブミラー等の維持補修を行っ
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ている。街路樹については５年間で管理本数を１割削減する計画

を策定しており、地域との話し合いも含めて今後の方針を検討し

ているとの報告を受けた。引き続き適正管理に努められたい。  

 

 （工務課）  

１  業務の概要（一般会計）  

  工務課は、道路・河川・水路の改良及び維持補修、橋梁長寿命化、

都市公園の整備等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、工務課事務事業、急傾斜地崩壊対策事業、  

市単独道路改良事業、市単独道路舗装事業、公園施設長寿命化対策

事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて適

正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、橋梁長寿命化計画の推進、通学

路の安全確保について、進捗状況等の報告を受けた。  

 ⑴  公園施設長寿命化対策事業における日本へそ公園跳躍系遊具改

築工事について確認したところ、日本へそ公園に人を呼び込む人

気の遊具である「ふわふわドーム」について、設置後 13年が経過

し、経年劣化による膜材の損傷が著しいため、令和２年から損傷

部分の応急修繕を行っているが、修繕した部分の剥離も確認され

ていることから、経年劣化した内外膜を張り替える工事を実施し

たものであるとの説明を受けた。なお、契約に関する書類の提示  

を求めたところ、適正に事務処理が行われていることを確認した。  

⑵  懸案事項である、橋梁長寿命化計画の推進については、平成 26

年７月の道路法施行令の改正により、橋梁等の５年に１回の近接

目視による定期点検が義務化され、法定点検によりⅢ判定（早期

措置段階）となった橋梁は、５年以内の措置（補修等）が必要と

なっている。現在実施している２巡目の定期点検でⅢ判定となっ  

た橋梁は２橋で、令和６年度から補修工事を実施する予定であり、  

廃止予定の１橋梁については地元などと協議・調整を行っていく  

との報告を受けた。引き続き交通網の安全確保のため、適正点検、

適正管理に努められたい。  

 

 （都市計画課）  

１  業務の概要  

  都市計画課は、都市計画、土地利用計画、街路事業、都市公園等

の計画、屋外広告物等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、土地利用計画事業、 (都 )和布郷瀬線調査
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事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に執行されていると認められた。  

  懸案事項又はリスクについては、立地適正化計画の推進、土地利

用計画事業について、進捗状況等の報告を受けた。  

 ⑴  (都 )和布郷瀬線沿道地区権利者合意形成等支援業務委託につい

て確認したところ、 (都 )和布郷瀬線沿道地区において、組合施行

による土地区画整理事業を実施するため、権利者合意形成支援を  

行い、権利者の意向等を踏まえた事業計画案を精査するとともに、  

組合設立準備会発足に向けた支援を行うものであるとの説明を受

けた。なお、入札及び契約に関する書類の提示を求めたところ、

適正に事務処理が行われていることを確認した。  

 ⑵  懸案事項である立地適正化計画の推進については、昨年度 から

権利者個別説明会を開催し、組合施行による土地区画整理事業を

実施するため、９割以上の権利者からの仮同意取得を目標として

いた。その目標は 10月に達成できており、今後、仮同意取得がま

だである権利者に対し引き続き個別説明を実施するほか、組合設

立準備会の発足に向け取り組んでいるとの説明を受けた。大変困  

難な案件ではあるが、関係機関等と十分調整を図り対応され たい。  

 

 （住宅政策課）  

１  業務の概要  

  住宅政策課は、建築確認申請・開発許可及びその他建築行政、市

営住宅の建設及び管理、空き家対策、茜が丘住宅分譲等に関する事

務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、空き家等対策推進事業、市営住宅長寿命

化対策事業、茜が丘宅地供給事業などの執行内容についてみたとこ

ろ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、空き家対策の推進について、進

捗状況等の報告を受けた。  

 ⑴  市営住宅上野団地屋上防水・外壁改修工事について確認したと

ころ、本市では、「西脇市営住宅長寿命化計画」に沿って、計画

的かつ効果的な市営住宅の整備・管理を行っており、その一環で

行った改修工事であるとの説明を受けた。なお、入札及び契約に

関する書類の提示を求めたところ、適正に事務処理が行われてい

ることを確認した。  

⑵  懸案事項である、空き家対策の推進については、空き家等の状

態により「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空 き家等の除

却等」で対応することとしている。その中でも「活用の拡大」と
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して県の空家等活用促進特区条例の指定に向け取り組んでおり、

令和５年３月に嶋地区が、令和６年１月には芳田地区が指定を受  

けている。今後は、新たに設けられる国の「空家等活用促進区域」  

制度の活用も視野に入れ、空き家の有効活用に努めるとの報告を

受けた。空き家対策は、大変困難な案件ではあるが、関係機関等

と十分調整を図り対応されたい。  

 

〔企業会計〕  

１  業務の概要  

建設水道部のうち経営管理課、施設管理課、工務課の３課が企業

会計を担当している。  

経営管理課は、上下水道事業の総合調整及び経営、水道事業会計

及び下水道事業会計の財務等に関する事務を担当している。  

  施設管理課は、上下水道施設の維持管理及び効率化、上下水道施

設の広域連携等に関する事務を担当している。  

  工務課は、上下水道事業の整備計画、上下水道施設の整備・改築

工事等に関する事務を担当している。  

 

 （水道事業会計）  

１  監査の結果及び意見  

  水道事業会計については、１月末現在、給水量が  3,122,614立方

メートルで令和４年度同期に比べ 53,016立方メートル（  1.7パーセ

ント）の減量となっている。事業収益は  865,737千円で令和４年度

同期に比べ、 29,834千円（  3.6パーセント）の増収となり、事業費

用においては、  823,663千円で令和４年度同期に比べ、 21,726千円

（  2.6パーセント）減少している。この結果、収支差引は 42,074千

円の純利益が生じているが、決算においては、約 95,900千円の純損

失が見込まれるとの説明を受けた。引き続き経営健全化に向け、努

力されたい。  

当該会計のうち、収益的収支における営業外収益、給水及び配水

費、資本的収支における配水設備工事費などの執行内容についてみ

たところ、監査した限りにおいて、適正に処理されていると認めら

れた。  

懸案事項又はリスクについては、持続可能な事業経営、持続可能

な水道事業（効率的な施設運営）、水道施設の更新及び改良につい

て、進捗状況等の報告を受けた。  

また、令和６年３月 29日には上戸田浄水場での実地たな卸し検査

に立ち会い、原材料及び支給材料、薬品、量水器について数量の確

認等を行ったところ在庫数値に誤りはなく、保管状況についても良
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好であり、適正に処理されていると認められた。  

⑴  給水費及び配水費における備消品費の増額理由について確認し

たところ、令和５年８月 28日に発生した水道工事事故に伴う水道

水の濁りに起因する給水活動に使用した給水袋の購入及び元旦に

発生した、石川県能登半島地震の応急給水活動への派遣要請に備

え、タイヤチェーンを購入したものである との説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、水道施設の更新及び改良については、老朽管

の更新及び耐震化工事については、今年度計画していた約  800メ

ートルが３月末に完成予定であり、管路の耐震化率は 31.0パーセ

ントとなる見込みである。今後は、債務負担行為の活用や早期発

注を行い、老朽管の更新に併せ耐震化を推進していく。また、産

業的土地利用を計画している高松地区において、未整備区間の整

備を行い、配水管のループ化を図ることにより、配水管網の強化

（災害対策）を進めていくとの報告を受けた。水道事業は、市民

生活に欠かすことのできないインフラであり、水道水の安定供給

と健全経営に努められたい。  

 

（下水道事業会計）  

１  監査の結果及び意見  

下水道事業会計については、１月末現在、有収水量が  2,824,105

立方メートルで令和４年度同期に比べ 57,455立方メートル（  2.0パ

ーセント）の減量となっている。事業収益は  1,340,133千円で令和

４年度同期に比べ、 39,972千円（  2.9パーセント）の減収となり、

事業費用においては、  1,347,412千円で令和４年度同期に比べ、  

13,281千円（  1.0パーセント）減少している。この結果、収支差引

は  7,279千円の純損失が生じているが、決算においては、約  6,000

千円の純利益が見込まれている。引き続き経営健全化に向け、努力

されたい。  

当該会計のうち、収益的収支におけるその他営業外収益、建設改

良費などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に処理されていると認められた。  

  懸案事項又はリスクについては、持続可能な事業経営、持続可能  

な下水道事業（効率的な施設運営）、下水道処理施設統廃合の推進、

浸水対策の推進について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  西脇市公共下水道事業における高松分区統合汚水管渠布設（そ

の２）工事について確認したところ、下水道事業においては、よ

り効率的な汚水処理事業を運営するため、市内の 14処理区を２処

理区とする公共下水道への統廃合事業を推進している。  

西脇地区の農業集落排水については全て流域関連公共下水道へ
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接続することとしており、当該工事については、農業集落排水処

理施設の高松地区を流域関連公共下水道へ接続するため、汚水圧

送管渠の布設やマンホールポンプの設置などを行う工事である と

の説明を受けた。なお、入札及び契約に関する書類の提示を求め

たところ、適正に事務処理が行われていることを確認した。  

⑵  懸案事項である、浸水対策の推進については、平成 30年７月豪

雨で浸水被害のあった、黒田庄町田高・前坂を中心に「水の学習

会」を継続的に実施しているが、昨年度からは国が推進する流域

治水の考え方に基づき、各集落を含む西部井堰及び喜多前坂黒田

井堰の各流域単位で実施し、関係者による情報の共有を行い、連

携について協議を行った。引き続き地域での「水の学習会」を促

進し、地域住民による事前防災行動計画（タイムライン）の実施

効果などを確認・検証し、必要に応じて対策工事の実施を検討し

ていく。また、集中豪雨等の出水時の対策として、幹線水路に設

置している豊川町・東本町の３樋門について、より迅速な操作対

応を可能とするため、スマートフォンによる遠隔操作を行えるよ

うに改修工事を実施していくとの報告を受けた。浸水対策は、市

民が安全・安心に暮らしていくため非常に重要であり、引き続き

地域と連携した対策に努められたい。  

 

＜西脇病院＞  

（病院事業会計）  

１  業務の概要  

  西脇病院は、定期監査時点で 25科の診療科目と  320床の病床を有

し、医師、看護職員、医療技術職員及び事務職員等を含め  464人の

職員を擁し、安心して充実した医療が受けられる病院を目指した取

組が行われている。  

２  監査の結果及び意見  

  １月末現在の経営収支の状況は、総収益が  6,851,537千円で令和

４年度同期に比べ 66,089千円（  1.0パーセント）の減収となり、総

費用においては  7,151,859千円で令和４年度同期に比べ 26,057千円

（  0.4パーセント）増加している。この結果、収支差引は   

300,322千円の純損失が生じ、決算においては、約  205,300千円の

純損失が見込まれているが、引き続き経営健全化に向け、努力され

たい。  

当該会計のうち、収益的収支におけるその他医業外収益、経費、  

資本的収支における建設改良費などの執行内容についてみたところ、  

監査した限りにおいては、おおむね適正に執行されているが、一部

の事務処理での軽微な誤りが見受けられた。今後は 、十分確認され



 

- 30 - 

 

適正な処理に留意されたい。  

懸案事項又はリスクについては、北播磨医療圏における西脇病院

の位置付けと役割、医師確保・看護師確保、経営基本計画の推進及

び見直し、施設の老朽化対策、令和６年度診療報酬改定への対応、

入院・外来診療の業務量の確保、診療未収金対策について、進捗状

況等の報告を受けた。  

また、令和６年３月 29日には、実地たな卸し検査に立ち会い、各

種薬品のたな卸しレポート等に基づき在庫分を抽出し確認したとこ

ろ、在庫数値に誤りはなく、薬品の保管状況は良好であり、適正に

処理されていると認められた。  

 ⑴  賃借料におけるナビゲーションシステム賃借料 について確認し

たところ、当システムは、人工関節置換術用のナビゲーションシ

ステムであり、４月から９月までの半年間は試用期間として、価

格交渉により特価で契約したところ、手術ミスの軽減に役立つた

め、今後も引き続き、使用したいとの医師の意向を踏まえ、 10月

から正規価格で再契約したものである。当システムは、手術前に

患者のＣＴ画像を使用してコンピュータ上で人工関節を入れた後

に可動域がどのくらいになるか、シミュレーションすることがで

きるため、対象患者に適合する人工関節のサイズや設置方法等に

ついて、手術前に綿密な計画を立てることができ、年間約 50件の

手術で使用する。医師の手術器械操作を正確に行い、手技上の誤

差を軽減させることができるため、令和５年４月に賃借契約した

との説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、経営基本計画の推進及び見直しについては、

令和４年３月末に総務省から「持続可能な地域医療体制を確保す  

るための公立病院経営強化ガイドライン」が示されたことに伴い、  

地域の実情を踏まえて、各公立病院は、経営強化に主体的、積極

的に取り組み、持続可能な地域医療体制の確保に努めることを盛

り込んだ計画を、令和５年度中に策定することになっている。  

今年度は、総務省や兵庫県が推奨する「地方公共団体の経営・

財務マネジメント強化事業」に取り組み、経営上の課題を県と共

有しながら経営基本計画の見直しを行った。当事業は病院経営に

精通している公認会計士のアドバイスを無償で受けられるもので

あり、県担当者同席の下、国の示すガイドラインに沿って改定作

業が行われているか、情報交換や指摘を受け経営基本計画をブラ

ッシュアップした。また、１月 25日開催の経営評価委員会で、計

画期間の最終年度になる令和９年度の黒字達成に向けて審議を行

った。今後も経営評価委員会等への説明・意見を聴きながら厳し

い経営状況の改善と持続可能な医療体制の確保に努めるとの報告
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を受けた。引き続き利用者にとって良好な施設運営に努めるとと

もに、経営強化に努められたい。  

 

 （老人保健施設）  

１  業務の概要  

  老人保健施設は、入所者・短期入所療養介護及び通所リハビリテ

ーション利用者の健康管理と医療の処置、利用者の衛生管理・看護

・日常生活全般にわたる介護・相談・生活指導・機能回復訓練・栄

養指導、関係機関との連絡調整、施設の管理、運営等に関する事務

を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、施設の利用状況、利用者負担金収入、老

人保健施設管理事業、老人保健施設療養事業などの執行内容につい

てみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認

められた。  

懸案事項又はリスクについては、施設の改修及び設備・備品等の

更新、経営改善の取組、介護報酬の減収について、進捗状況等の報

告を受けた。  

 ⑴  老人保健施設療養事業における医療系廃棄物処理業務委託契約

について、変更契約が複数回行われ、前年度に比べ大きく増額と

なった理由を確認したところ、当契約は新型コロナウイルス感染

症の陽性者が使用した紙おむつ等の感染性（医療系）廃棄物の処

理を委託するものであり、令和４年度は新型コロナウイルス感染

症等の発生がなく、医療系廃棄物の処分量が少なかったことから

決算額が抑えられたのに対し、令和５年度は施設で新型コロナウ

イルス感染症が発生したため、処分量が予算積算時の数量よりも

多くなったものであるとの説明を受けた。 なお、入札及び契約に

関する書類の提示を求めたところ、適正に事務処理が行われてい

ることを確認した。  

⑵  懸案事項である、介護報酬の減収については、施設の人員基準

を満たさないことによる、介護報酬の減算や一時的な入所利用制

限による減収が想定されている。  

特に介護職員については、年間を通じて募集しているものの応

募が少なく、人員の充足に至らない状況である。また、 12月から

施設類型が在宅強化型から加算型に降格となっている。  

今後、介護職員確保のため処遇改善に取り組むとともに、収入

確保のため、再度施設類型を在宅強化型に格上げす べく、リハビ

リテーション職員の配置について西脇病院と調整していくとの報

告を受けた。引き続き利用者にとって良好な施設運営に努めると
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ともに、経営改善に取り組まれたい。  

 

＜教育管理部＞  

 （教育総務課）  

１  業務の概要  

  教育総務課は、教育行政の総合企画及び調整、教育委員会の会議

及び庶務、小・中学校教職員以外の職員の人事、教育行政に係る相

談、学校給食センターの管理運営、奨学金、就学援助等に関する事

務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、一般寄付金収入、奨学資金貸付金、教育

財産維持管理事業、小学校施設営繕事業などの執行内容についてみ

たところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認めら

れた。  

懸案事項又はリスクについては、西脇小学校の国指定重要文化財

としての保存活用について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  旧幼稚園解体工事設計業務委託について確認したところ、公共

施設等総合管理計画に基づき用途廃止を行った旧幼稚園の解体工

事を実施するため、解体に伴う工事費の積算、図面の作成業務一

式及びアスベスト含有調査について委託し たものであるとの説明

を受けた。また、入札及び契約に関する書類の提示を求めたとこ

ろ、適正に事務処理が行われていることを確認した。  

⑵  懸案事項である、西脇小学校の国指定重要文化財としての保存

活用については、「西脇小学校保存活用計画」の策定に向け、西

脇小学校保存活用計画策定会議（審議会）を６月 22日と 10月 12日

に開催したほか、文化庁や兵庫県及び消防署との協議を実施し、

関係機関の意向をおおむね反映した計画素案を策定した。令和６

年１月に審議会を開催し、計画を確定する予定であるとの報告を  

受けた。西脇小学校の適切な保存及び魅力的な活用ができるよう、  

事業を推進されたい。  

 

（学校給食センター）  

１  業務の概要  

  学校給食センターは、市内の小・中学校に安全で安心な給食を提

供するため、給食用物資を調達し、調理、配送その他必要な業務を

担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、学校給食費実費徴収金、一般会計繰入金

などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、適正
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に執行されていると認められた。  

  懸案事項又はリスクについては、施設運営に係る検討、給食費の

滞納対策について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  一般会計繰入金について確認したところ、地産地消推進助成分

であり、地域の特産を取り入れた学校給食の提供を目的に、毎年

農林振興課から  180万円の補助を受け、黒田庄産和牛と金ごまを

使った給食を提供しているものであるとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、施設運営に係る検討については、令和５年度

に実施した厨房機器点検結果を基に、令和５年度と令和６年度で

順次修繕を行うこととしており、今後も予算を確保し順次修繕す

る予定である。また、配送車についても老朽化が進んでおり、 10

年以上稼働している配送車もあるため、順次修繕していくとの報

告を受けた。今後も引き続き、安全安心な学校給食の提供に努め

られたい。  

  

 （人権教育課）  

１  業務の概要  

  人権教育課は、人権教育及び人権啓発の企画及び推進、人権教育

の指導助言、人権教育関係団体の連絡調整等に関する事務を担当し

ている。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業の執行内容についてみたところ、監査した限りに

おいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、各町（区）人権学習会、多文化

共生サポート事業について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  懸案事項である、多文化共生サポート事業については、令和５

年度は、日本語指導が必要な児童生徒６人を対象に、母語を話す

ことができる「子ども多文化共生サポーター」を、在留期間が１

年以内の児童生徒については県費で、２年目からは市費により派

遣し、学習や生活を支援するとともに、母語や母文化にふれるこ  

とで、児童生徒の心の安定を図ることができた。多国籍化が進み、  

対応可能なサポーターの確保が急務であるが、県と連携し、引き

続き日本語指導が必要な児童生徒に対して、サポーターを派遣す

るとともに、在留期間１年以上であっても支援が必要な児童生徒

には県費によるサポーターが継続して派遣されるよう県に対し要

望を続けるとの説明を受けた。今後も引き続き、適切に対応され

たい。  

 

 （生涯学習課）  
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１  業務の概要  

  生涯学習課は、生涯学習の企画・総合調整・広報・啓発、生涯学

習指導者の養成、社会教育関係団体の育成、芸術文化の振興、西脇

市市民交流施設、（公財）西脇市文化・スポーツ振興財団、地域ク

ラブ活動等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管事業のうち、教育使用料、社会教育団体補助事業、地球科学

館管理事業、アピカ音楽ホール管理運営事業などの執行内容につい

てみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると認

められた。  

懸案事項又はリスクについては、文化芸術活動を行う団体や後継

者の育成、市民交流施設のにぎわい創出について、進捗状況等の報

告を受けた。  

⑴  地球科学館管理運営事業における受変電設備等更新工事につい

て確認したところ、地球科学館の開館当初から使用している地下

埋設ケーブルや受変電設備が老朽化しており、事故のおそれがあ

ることから設備を更新したものであるとの説明を受けた。なお、

入札及び契約に関する書類の提示を求めたところ、適正に事務処

理が行われていることを確認した。  

⑵  懸案事項である、文化芸術活動を行う団体や後継者の育成につ

いては、文化連盟加盟団体の多くは若年層の加入が見られず、会

員数も減少している中、放課後子ども茶道教室や放課後子どもい

けばな教室においては、それぞれ 30名程度の申込みがあり、おお

むね月１回休日の午前に活動している。今後は、文化連盟や市に

よる文化芸術事業を通して、団体や連盟の活動の重要性について

啓発し、連盟の強化及び若手人材の確保に努めるとの報告を受け

た。今後も引き続き、文化芸術活動の普及振興に努められたい。  

 

 （中央公民館）  

１  業務の概要  

  中央公民館は、市民学習、講座・教室、総合市民センターの管理

及び運営等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、総合市民センター使用料収入、各種講座

の開催状況などの執行内容についてみたところ、監査した限りにお

いて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、公民館講座の充実・活性化、シ

ニアカレッジ学生の生きがいづくりと学生による地域活動への参画

について、進捗状況等の報告を受けた。  
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⑴  総合市民センター使用料における収入未済額について確認した

ところ、キャッシュレス決済分や、継続的に使用している団体の

使用料が翌月まとめて入金されるため調定と収入にズレが発生し

ているものであり、監査時点での滞納はないとの説明を受けた。  

 ⑵  懸案事項である、シニアカレッジ学生の生きがいづくりと学生

による地域活動への参画については、受講生の人数はここ何年か

毎年減少傾向にあったが、今年度は、シニアカレッジの講座の紹

介や仲間との交流の楽しさをアピールし、受講生は昨年度並みと

減少傾向を止めることが出来た。講座については学生間の交流も

あり、お互い刺激を受け、スキルを高め合いながら生きがいづく

りにつながっている。今後も学生の自主的活動を支援し、地域活

動講座の活性化を推進していくとの報告を受けた。 今後も引き続

き、多くの生きがいづくりになるよう、運営に取り組まれたい。  

 

 （生活文化総合センター）  

１  業務の概要  

  生活文化総合センターは、施設の維持管理、郷土資料館活動の企

画・運営・資料収集・調査研究、文化財の保護・活用・調査、文化

財保護審議会、緑風台古窯陶芸館の管理・運営等に関する事務を担

当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、文化財企画展開催事業などの執行内容に

ついてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されている

と認められた。  

懸案事項又はリスクについては、文化財保存活用地域計画策定に

向けた調査・準備、資料館の利用促進について、進捗状況等の報告

を受けた。  

⑴  懸案事項である、資料館の利用促進については、小学校で作成

する副読本のための資料提供や市史に関する説明を行ったほか、

郷土の貴重な文化財への関心を高めるため、播州織博覧会等のイ

ベントでの体験教室や、シニアカレッジ等で西脇市の文化財に関

する講座を行い資料館のＰＲを行った。今後、小学校の社会科カ

リキュラムと連動した特別展の開催や、多可町との合同企画展及

びふるさと探訪ハイキング等を開催し、資料館の利用促進を図る

との報告を受けた。引き続き利用促進に向け取り組まれたい。  

 

（図書館）  

１  業務の概要  

  図書館は、図書館資料の収集・整理・保存及び利用、図書館行事
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・講座等、調査研究の支援・読書に係る指導・案内・相談に関する

事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、図書館用図書充実事業、図書館蔵書計画

などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、適正

に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、利用の推進、図書収容数の確保

について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  貸出用視聴覚資料（ＤＶＤ）の購入予定について 確認したとこ

ろ、予算  100万円のうち、約 73万円のＣＤ、ＤＶＤ購入を進めて  

おり、残額についても今後執行する予定であるとの説明を受けた。  

 ⑵  懸案事項である、利用の促進については、令和５年度の目標 を

貸出冊数 40万冊、登録者 31,800人として、図書館まつり、読書週

間イベント、おはなし会などの催しを実施し、来館者及び図書貸

出冊数の増加を図るとの説明を受けた。今後も引き続き、来館者

及び図書貸出冊数増加に向け、魅力的な図書館になるよう取り組

まれたい。  

 

 （学校）  

１  監査の結果及び意見  

  今回の監査では、各学校のうち、楠丘小学校、桜丘小学校、黒田

庄中学校を抽出して現地に赴き、配当予算の執行状況、施設の整備

・営繕状況、備品の記録・管理、寄附採納、実験用薬品等の保管・

管理状況等について、提出資料に基づき監査したところ、各学校と

も監査した限りにおいて、適正な事務処理がされていると認められ

た。  

  また、各学校に配当されている需用費の執行内容をみたところ、  

監査した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

  今後も引き続き、教育委員会との連携を図りながら、地域に開か

れた信頼される学校づくりに取り組まれたい。  

 

＜教育創造部＞  

（学校教育課）  

１  業務の概要  

 学校教育課は、教職員の任免その他人事、学級編成及び教職員定

数の配当、教職員の褒章、学校の教育計画・運営及び指導助言、教

職員の研修・研究、教育研究室、トライやる・ウィーク、放課後児

童健全育成事業等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  
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所管の事務事業のうち、放課後児童クラブ使用料、教育費雑入、

リーディングＤＸスクール事業、コミュニティ・スクール導入推進

事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、ＧＩＧＡスクール構想の推進に

ついて、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  リーディングＤＸスクール事業の事業内容について確認したと

ころ、黒田庄中学校区の小中学校３校が「リーディングＤＸスク

ール事業研究指定校」の指定を受け、１人１台端末とクラウド環

境を活用した効果的な教育実践の創出・モデル化に向けて研究を

推進しており、効果的な教育実践を創出している先進地の視察や

先進校の授業研究会や事後研修会等に参加することで、授業の改

善や指導方法の工夫、効果的な研究体制等について学び、理解を

深め、各校における取組の充実を図るものであるとの説明を受け

た。  

⑵  懸案事項である、ＧＩＧＡスクール構想の推進については、す

べての子どもたちに、生涯にわたって自ら学び続けられる力を育

むために、授業において１人１台端末を日常的に活用する授業改

革を推進している。端末を日常的に活用している学校では、「教

師主体の一斉授業」が減り、子どもたち自身がそれぞれに適した

学習方法で学び、議論しあう「子ども主体の授業」が主流となり

始めている。また、実践校がそれぞれの実践内容を公開し、校種

を超えて横展開することで、１人１台端末の利活用の一層の促進

を図っているとの報告を受けた。今後も引き続き、児童生徒のＩ

ＣＴ学習環境の確保に努められたい。  

 

（青少年センター）  

１  業務の概要  

  青少年センターは、青少年対策の企画及び推進、青少年健全育成

社会啓発、青少年問題協議会、二十歳の集いの企画 ・運営、青少年

問題の調査及び研究等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、野外活動施設管理事業、「はればれ」教  

室事業などの執行内容についてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、不登校児童生徒減少への取組、

適応指導教室での学習環境の整備の検討について、進捗状況等の報

告を受けた。  

⑴  「はればれ」教室事業における適応指導教室指導者報償費の増
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額理由について確認したところ、この予算は主に指導補助員に対

する報償費であり、予算の増額は補助員を配置する日数の増加に

伴うものであるとの説明を受けた。  

⑵  懸案事項である、適応指導教室での学習環境の整備の検討への

取組については、通級児童生徒の実情に合った学習指導や生活指

導を行うことで、学校復帰や社会的自立を促し、また、進学を控

えている生徒に対しては、個々の実情に合った進路指導や学習指

導を行っている。監査時点での通級児童生徒数は小学生２名、中  

学生８名であり、早期の移転や施設改修が必要な人数ではないが、  

引き続き移転や現在の適応指導教室の環境整備について、検討を

行うとの報告を受けた。今後も引き続き、一人ひとりと向き合っ

た対応に努められたい。  

 

（学校適正推進課）  

１  業務の概要  

  学校適正推進課は、学習環境規模の適正化等に関する事務を担当

している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、事務局一般事務経費などの執行内容につ

いてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されていると

認められた。  

懸案事項又はリスクについては、学習環境規模適正化の推進につ

いて、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  懸案事項である、学習環境規模適正化の推進については、５月

に推進計画（案）の公表を行い、それに伴う地区・校区毎の住民

説明会、就学前保護者向け懇談会、パブリック・コメント等を実

施した。その中で、西脇東中学校と黒田庄中学校の統合について

は、見直しを求める意見や黒田庄地区区長会から計画案の再検討

の要望書の提出等があったため、推進計画（案）の課題等の調整

や整理を行いつつ、 12月定例教育委員会で協議を行う予定として

いる。推進計画策定後は、統合が予定される校区毎に開校準備会

議を立ち上げ、統合に向けた協議を行うこととしているとの報告

を受けた。大変困難な課題ではあるが、児童生徒の最適な学習環

境の構築に向け、取り組まれたい。  

 

 （幼保連携課）  

１  業務の概要  

  幼保連携課は、小学校就学前教育・保育の総合企画、小学校就学

前の子どもに係る教育の振興及び整備、認定こども園等の運営指導
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・補助金及び保育の実施、幼児教育センター等に関する事務を担当

している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、特定教育・保育施設等利用者負担金、特  

別支援教育・保育経費補助事業、送迎用バス安全装置導入支援事業、  

西脇市保育協会補助事業などの執行内容についてみたところ、監査

した限りにおいて、適正に執行されていると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、待機児童・入所保留児童対策、

就学前教育・保育の推進（就学前教育・保育カリキュラム研修等の

実施）について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  子育て支援カウンセラー事業補助金について確認したところ、

県の補助事業であり、令和５年度から活用している。認定こども  

園等において、臨床心理士等の子育て支援カウンセラーを配置し、  

障害児等の保育内容等について、保育士や保護者の相談業務 を行

った場合に、交付するものである。今年度は、西脇こども園、日

野こども園、つまこども園の３園が活用されているとの説明を受

けた。  

⑵  懸案事項である、待機児童・入所保留児童対策については、令

和５年４月１日現在で５人の待機児童が発生しており、これは保

育教諭等の不足が主な原因となっている。これらの状況を解消す

るため、市と保育協会では、保育教諭の確保を目的とした就職フ

ェアを６月と 10月に実施しており、参加人数は６月が 14名、 10月

が 13名で、うち 11名ほどが就職に結びついた。こども園職員募集

動画を市で制作し、市ホームページや、デジタルサイネージでの

ＰＲ強化にも力を入れ、また、各園で看護師の需要が高まってい

ることから、就職フェアのチラシを県のナースセンターにも送付

するなど、これまでとは違った角度からのＰＲにも努めた。この

ほか、市独自の処遇向上手当支給のための補助金を交付したり、

保育支援者の配置により、現場の負担軽減を図ったりと、教諭の

処遇改善に取り組んでいるが、職員を確保しても、産休・育休の

取得や離職者もあり、状況の改善には至っていないとの報告を受

けた。今後も引き続き、職員の確保に努められたい。  

 

＜会計課＞  

１  業務の概要  

  会計課は、資金計画及び資金の運用、現金・有価証券の出納及び

保管、出納検査資料の作成、決算の調製、指定金融機関等、庁内の

備品の記録・管理、金銭会計システムの運用、一部事務組合の会計

等に関する事務を担当している。  
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２  監査の結果及び意見  

  所管の事務事業のうち、出納事務をはじめその他所管の事務につ

いてみたところ、監査した限りにおいて、適正に処理されていると

認められた。今後も引き続き、収入及び支出の事務に当たっては、

その内容及び関係添付書類等の点検、審査を的確に行い正確かつ迅

速な事務処理に努められたい。  

懸案事項及びリスクにおける、効率的・計画的な資金運用につい

ては、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業等の大規

模事業の支払予定に基づき資金の確保を図るとともに、債券及び金  

融機関への定期預金により安全かつ効率的な基金運用を行っている。  

引き続き資金計画に基づき、逐次状況を勘案しながら、資金残高の

平準化を図っていくとの報告を受けた。今後も資金計画に基づき安

全で確実かつ有利な方法を模索し、効率的・計画的な運用に努めら

れたい。  

 

（統括検査官）  

１  業務の概要  

  統括検査官は、西脇市工事検査等に関する規程に基づく工事検査、  

業務委託の検収、物品の検収、用品調達基金、工事・業務委託・物

品の担当部課の指導等に関する事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

 所管の事務事業である、令和５年 11月末現在の検査状況は、工事

が 26件、業務委託が 54件、物品が 55件の計  135件の検査が行われて

いることを確認した。  

懸案事項及びリスクにおける、公正な検査事務の執行については、  

工事検査において、成果品等も含め、監督員、現場代理人立会いの

上、現場検査を実施しているが、毎年３月に検査が集中することか

ら、日程調整に苦慮している。工事完成後は速やかに日程調整を行

い、厳正な検査の実施に努めるとの報告を受けた。検査事務の執行

に当たっては、計画的な執行に留意しつつ、公正かつ適正な検査と

担当部課の指導に努められたい。  

 

＜議会事務局＞  

１  業務の概要  

  議会事務局は、議会運営全般にわたる事務等を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、議長交際費の経理状況、議会一般事務経  

費、議員活動事業などについてみたところ、監査した限りにおいて、

適正に執行されていると認められた。  
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懸案事項又はリスクについては、市民に開かれた議会運営の充実

について、進捗状況等の報告を受けた。  

⑴  議長交際費について、執行内容の説明と出納簿及び預金通帳等

の提示を求めたところ、適正に出納処理が行われていることを確

認した。  

⑵  懸案事項である、市民に開かれた議会運営の充実については、

議会報告会を通年開催にするとともに、対象を自治会のみではな

く、女性会やＰＴＡ、消防団や各種団体等を加え、幅広い層への

アプローチを行った。また、令和６年度の夏には高校生議会の開

催を予定し、準備を進めているとの報告を受けた。引き続き市民

に開かれた議会運営の充実に向け取り組まれたい。  

 

＜農業委員会事務局＞  

１  業務の概要  

  農業委員会事務局は、農業委員会、農地法に基づく許可申請、農

家証明等の発行、農家相談、農業者年金等に関する 事務を担当して

いる。  

２  監査の結果及び意見  

所管の事務事業のうち、農業委員会一般事務経費などの執行内容

についてみたところ、監査した限りにおいて、適正に執行されてい

ると認められた。  

懸案事項又はリスクについては、農地基本台帳システム機器の更

新、農業委員会サポートシステムのデータ最新化と「農林水産省地

理情報共通管理システム（  eMAFF地図）」との連携について、進捗

状況等の報告を受けた。  

 ⑴  懸案事項である農地基本台帳システム機器の更新については、

監査を行った時点で完了しており、日常業務に使用しているとの

報告を受けた。また、サポートシステムのデータ最新化も完了し

ており、今後は、随時データの突合、更新を行っていくとの報告

を受けた。引き続き遊休農地の発生防止、農地の利用促進に向け

取り組まれたい。  

 

＜選挙管理委員会事務局＞  

１  業務の概要  

  選挙管理委員会事務局は、公職選挙法に基づく選挙の管理執行等

の選挙管理委員会所管の事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

令和５年４月に行われた兵庫県議会議員選挙は、無投票として適

正に執行された。引き続き主権者教育関連事業を推進し、若年層の
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投票率の向上を図られたい。  

 

＜監査・公平委員会事務局＞  

１  業務の概要  

  監査・公平委員会事務局は、監査委員及び公平委員会並びに固定

資産評価審査委員会の事務を担当している。  

２  監査の結果及び意見  

  監査委員所管の事務については、令和２年度から西脇市監査基準

に基づき、行政監査を包含しつつ、定期監査、決算審査、例月出納

検査等の監査業務を行っているほか、公営企業に係る実地たな卸し

検査及び実地固定資産検査（上下水道事業：器具備品、病院事業：

器械備品）を実施したところである。  

公平委員会所管の事務については、職員の不利益処分に対する審

査請求及び勤務条件に関する措置要求に係る審査等が主たる事務で

あるが、監査時点において係る事案は生じていない。  

  また、固定資産評価審査委員会の事務については、固定資産課税

台帳に登録された価格に関する審査申出に係る審査等が主たる事務

であるが、監査時点において係る事案は生じていない。  

 



 



 


